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「農業協同組合及び農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針（信用事業及び共済事業のみに係るものを除 

く。）」（平成２３年２月２８日付け２２経営第６３７４号農林水産省経営局長通知） 

 

１ 農業経営規程の設定又は変更の承認を行う場合は、施行規則第52条に規定する記載事項が農業経営規程に記載されてい

るか、農業経営が法第11条の50第１項各号のいずれの場合に該当するか、同条第２項の要件が担保されているか、同条第

３項から第９項までに規定する手続を経ているか、慎重に審査するものとする。 

２ 法第11条の50第１項各号の場合は、次のとおりである。 

（１）同項第１号の場合により行うときは、対象とする農地等が組合の地区内であり、当該農地等について、現在、担い

手が不足し、又は不足することが見込まれるため、農業上の利用が適切に図られていない状況にあり、又は図られな

くなることが見込まれることから、組合が当該農地等を賃借し、自ら農業経営を行うことが組合員のニーズや地域の

農業を維持する観点に照らして客観的に妥当であると認められる場合である。 

（２）同項第２号の場合により行うときは、農地利用集積円滑化団体として、農地売買等事業により買い入れ、又は借り

受けた農地で研修等事業を行い、新たな担い手に引き継いでいく場合等担い手の育成等につながる場合である。 

（３）同項第３号の場合により行うときは、組合が農家の再建・整理を図る際に転廃業農家の農業用施設を引き受けて農

業経営を行う場合や、担い手育成のために農業用施設を利用して行う農業経営など施行規則第51条の２に定める場合

である。 

３ 農業経営規程の設定又は変更の承認に際しては、当該事業の確実な実施を図るため必要最小限の条件を付すことができ

る。 

 

※佐賀県農業協同組合法施行規則第 12 条第１項に明記 
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